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インフルエンザの対応について 

 

    学校における感染症対策は、学校保健安全法関係法令に基づき実施しております。 

  医師にインフルエンザと診断された場合は、学級担任まで連絡をお願いいたします。その後、

治癒し登校する際には、下記の報告書に保護者の方が記入（医師による証明書は必要ありませ

ん）し、学級担任まで提出してください。 

また、状況により臨時休業（学級閉鎖等）や早退等の措置を行う場合もありますが、その際は、

学校より文書や一斉メール配信等によりお知らせいたします。 

  なお、インフルエンザの出席停止の期間は下記のとおりですので、よろしくお願いいたします。 

 

   

 

※治癒報告書は、ＨＰにも掲載してあります。必要に応じて、ご使用ください。 

 

✁・・・・・・・・・・・・・・・・・・きりとり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

インフルエンザ治癒報告書 

                             

 令和  年  月  日 

浦安市立高洲中学校長 宛 

 

インフルエンザが治癒し、登校が許可されたことを下記のとおり報告します。 

   

  年  組 生徒氏名                      

 

保護者氏名                      

  

１ 感染症名           インフルエンザ      型   

 

 ２ 受診した医療機関名                           

 

 ３ 診断日               月     日          

 

  ４ 解熱日                月     日        

 

 ５ 登校許可日              月     日        

 

出席停止期間："発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで" 


